
業者名
本店

所在地
事業団又は
その他の別

事実概要等
指名停止措置

対象区域
指名停止等取扱要領の該当条項

いわき緑化興業（株） 福島県 その他

当該事業者は、平成３０年８月から平成３１年３月に施工した福島県発注工事において、請負金額が建設業法施行令で定める金額
（３，５００万円）以上であるため、現場に配置する主任技術者は専任でなければならないにも関わらず、営業所に常勤して専らそ
の職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。このことが、建設業法第７条第２号及び第２６条第３項に違反するとし
て、令和２年１２月２４日に建設業許可部局である福島県知事から指示処分を受けた。

R3.4.28 ～ R3.5.27 1ヶ月 東北 別表第2第9号（建設業法違反行為）

弥栄建設（株） 京都府 その他
南丹市が令和元年12月に発注した「船岡浄水場」の水源地の整備工事の入札をめぐり、同市職員が当該事業者に非公表の工事費など
を漏らして落札させた官製談合防止法違反の疑いで逮捕された件に関して、令和３年２月12日、同事業者の代表取締役が公契約関係
競売等妨害の疑いで逮捕された。

R3.4.28 ～ R3.7.27 3ヶ月 全国
別表第2第6号（公契約関係競売等妨害又
は談合）

（株）加来建設 熊本県 その他

当該事業者は、平成３０年５月３１日、令和元年５月３１日及び令和２年５月３１日を審査基準日とする経営事項審査において、経
営規模等評価申請書及び経営事項審査添付書類に完成工事高を水増しした虚偽の内容を記載して申請を行うとともに、その申請に基
づく経営事項審査結果通知書を熊本県等の公共工事の発注者に提出し、入札参加資格申請を行った。このことが、建設業法第２８条
第１項第２号に該当するとして、令和３年３月１７日に熊本県知事より３０日間の営業停止処分を受けた。

R3.6.1 ～ R3.9.30 4か月 九州 別表第2第9号（建設業法違反行為）

道岡建設工業（株） 大阪府 その他
当該事業者は、羽曳野市発注の工事において、虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成したとして、令和３年１月20日、大阪府か
ら建設業法第28条第３項の規定に基づき７日間の営業停止処分を受けた。

R3.6.1 ～ R3.7.12 6週間 近畿 別表第2第9号（建設業法違反行為）

(有)豊 佐賀県 その他
当該事業者の当時の代表取締役が、令和２年８月５日、鳥栖市職員に対して暴行を加えけがを負わせたとして傷害罪に問われ、令和
３年４月９日に罰金刑の宣告を受けた。

R3.7.1 ～ R3.7.31 1か月 九州 別表第2第12号（不誠実な行為）

秋田デイックライト㈱ 秋田県 その他
当該事業者の元社員が、秋田県北秋田地域振興局発注の県道大館能代空港西線（鷹巣西道路）の入札２件について、当時の振興局建
設部長が漏洩した最低制限価格を算出するために必要な情報により、不正に落札したとして、令和３年５月８日、公契約関係競売等
妨害の容疑で秋田県警に逮捕された。

R3.7.1 ～ R3.9.30 3か月 東北 別表第2第6号（公契約競売等妨害）

紀北造園土木㈱ 和歌山県 その他

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所発注の「西脇地区下流河道掘削工事」において、当該工事の一次下請けの当該事業者が伐採材
の集積作業中、バックホウ0.45m3級(つかみ具)で伐採材をつかんだ際に、ごみが付着しており、被害者がごみをとろうとしたときに
伐採材を放してしまい被害者の頭に当たり負傷を負う事故を起こした。
この事故により橋本労働基準監督署から、労働安全衛生法第２０条第１号、同法第２７条第１項及び労働安全衛生規則第１７１条の
６第１号の違反により令和３年３月２５日に和歌山地方検察庁に書類送検された。

R3.7.1 ～ R3.7.31 1か月 近畿 別表第1の8（工事関係事故）

猪又建設㈱ 新潟県 その他
当該事業者の営業部長及び営業係長が、新潟県糸魚川市が発注した新駅公衆トイレ整備工事の入札に関し、同市職員が漏洩した工事
価格の情報をもとに落札し、公正な入札を妨害したとして、令和３年５月１９日公契約関係競売入札妨害の疑いで新潟県警に逮捕さ
れた。

R3.7.1 ～ R3.8.31 2ヶ月 北陸 別表第2第6号（公契約競売等妨害）

㈱加賀屋組 秋田県 その他
当該事業者は、秋田県発注工事において、実際の下請負契約関係と 異なる虚偽の施工体制台帳等を作成し、その写しを県に提出し
た。このことが建設業法第２８条第１項第２号に該当するとして、令和３年６月４日に建設業許可部局である秋田県知事から７日間
の営業停止処分を受けた。

R3.8.10 ～ R3.9.20 6週間 東北 別表第2第9号（建設業法違反）

鹿島建設(株) 東京都 その他
当該事業者の元社員が、環境省福島地方環境事務所発注の福島県富岡町の被災建物等解体撤去等工事において、下請事業者から金銭
を受領したにもかかわらず、確定申告をせず所得税を免れたとして、令和３年６月２９日に所得税法違反で仙台地方検察庁より起訴
された。

R3.8.10 ～ R3.9.9 1か月 東北
別表第2第11号（不正又は不誠実な行
為）

（株）吉村建設 熊本県 その他

当該事業者は、平成２８年８月３１日、平成３０年８月３１日及び令和２年８月３１日を審査基準日とする経営事項審査において、
経営事項審査添付書類に虚偽の民間工事を記載して申請を行うとともに、その申請に基づく経営事項審査結果通知書を熊本県等の公
共工事の発注者に提出し、入札参加資格申請を行った。このことが、建設業法第２８条第１項第２号に該当するとして、令和３年６
月１８日に熊本県知事より３０日間の営業停止処分を受けた。

R3.9.3 ～ R4.1.2 4ヶ月 九州 別表第2第9号（建設業法違反行為）

（株）涸沼建設工業 茨城県 その他
当該事業者は、茨城県発注の緑地等整備工事において、令和元年１１月１２日、誘導員を配置せずに重機の作業半径内で作業員に作
業を行わせるなど、安全管理措置の不適切により、作業員1名が死亡する工事関係者事故を発生させた。これにより、同社は、令和３
年１月７日、労働安全衛生法違反により水戸簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。

R3.9.3 ～ R3.9.16 2週間 関東 別表第1第8号（工事関係事故）

　※１ 表中「事業団又はその他の別」において、「事業団」とは事業団の事業に直接起因して指名停止措置を行った場合をいい、「その他」とはそれ以外の場合をいう。
　※２ 表中「指名停止等取扱要領の該当条項」とは「工事請負契約に係る指名停止等取扱要領について（昭和59年7月2日付け経契発第13号）」の別表第1及び別表第2に定める措置要件のうちの該当条項をいう。
　　　【問合せ先】経営企画部調査役（契約）　03-6361-7863

指名停止期間

【指名停止・一覧表】

指名停止措置状況



業者名
本店

所在地
事業団又は
その他の別

事実概要等
指名停止措置

対象区域
指名停止等取扱要領の該当条項

　※１ 表中「事業団又はその他の別」において、「事業団」とは事業団の事業に直接起因して指名停止措置を行った場合をいい、「その他」とはそれ以外の場合をいう。
　※２ 表中「指名停止等取扱要領の該当条項」とは「工事請負契約に係る指名停止等取扱要領について（昭和59年7月2日付け経契発第13号）」の別表第1及び別表第2に定める措置要件のうちの該当条項をいう。
　　　【問合せ先】経営企画部調査役（契約）　03-6361-7863

指名停止期間

【指名停止・一覧表】

指名停止措置状況

(株)岡田工務店 群馬県 その他

　当該事業者は、令和元年１１月１３日、高崎市井手町の浜川運動公園内工事現場において、工事作業員が顔面骨折する労働災害を
発生させたが、事故の場所及び状況等を同社の敷地内で発生したものとして高崎労働基準監督署に虚偽の報告を行った。これによ
り、同社代表取締役に対し、令和３年５月７日、高崎簡易裁判所から労働安全衛生法違反のため罰金２０万円の略式命令が出され、
その刑が確定した。

R3.10.1 ～ R3.10.31 1ヶ月 関東
別表第2第11号（不正又は不誠実な行
為）

（株）テックジャパン 大阪府 その他
　当該事業者は、大阪府八尾市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、営業所の専任技術者を本件工事に専任
の主任技術者として配置したことにつき、大阪府より15日間の営業停止処分を受けた。

R3.10.1 ～ R3.11.11 6週間 近畿 別表第2第9号（建設業法違反行為）

ニッタン(株) 東京都 その他
　当該事業者の使用人は、同社が一次下請として施工中である関東地方整備局発注の「警視庁警察学校（１９）電気設備改修工事」
において、令和３年３月２２日に工事で発生した電線等有価材を施設管理者である警視庁に引き渡した後、令和３年６月１４日に、
既に警視庁に引き渡した電線を保管場所から盗んだとして、窃盗の疑いで令和３年６月２３日までに警視庁に逮捕された。

R3.10.1 ～ R3.10.31 1ヶ月 関東
別表第2第11号（不正又は不誠実な行
為）

(株)大島産業 福岡県 その他

　当該事業者は、中日本高速道路株式会社発注の中央自動車道天神橋他６橋耐震補強工事及び西日本高速道路株式会社発注の九州自
動車道久留米高速道路事務所管内南部地区橋梁耐震補強工事において、異なる下請契約を記載した虚偽の施工体系図等を作成した。
このことが、建設業法第２８条第１項第２号に該当するとして、令和３年８月３１日に福岡県知事より１０日間の営業停止処分を受
けた。

R3.10.1 ～ R3.11.11 6週間 九州 別表第2第9号（建設業法違反行為）

(株)村田組 兵庫県 その他

　当該事業者は、同社が請け負った大阪市内の一般工事の現場において、同社の労働者が傷害を負い休業したのに、前記工事現場と
は別の同社の資材置き場で前記傷害を負った旨の虚偽の事実を記載した労働者傷病報告書を伊丹労働基準監督署長に提出した。この
ことにより、同社は、令和３年５月26日付けで労働安全衛生法違反として伊丹簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確
定した。

R3.10.1 ～ R3.10.31 1ヶ月 近畿
別表第2第11号（不正又は不誠実な行
為）

（株）森崎 富山県 その他
　当該事業者の取締役が、富山県中新川群舟橋村が発注した「村道海老江中央線道路改良工事」及び「舟橋村小学校プール前広場整
備工事」の入札に関し、同村職員が漏洩した入札情報をもとに落札し、公正な入札を妨害したとして、令和３年８月１８日、公契約
関係競売入札妨害の疑いで富山県警に逮捕された。

R3.11.1 ～
R4.1.31

R3.12.31
３ヶ月
２ヶ月

北陸
北陸以外

別表第2第6号（公契約関係競売等妨害又
は談合）

（株）星山建設工業 熊本県 その他

当該事業者の従業員が、同社の業務に関し、令和２年１０月２１日、同社リサイクルセンターにおいて、労働者にダンプトラックを
使用させ、運搬作業を行わせるに当たり、運転席から離れる際には、同車の原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブ
レーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止するための措置を講じさせなければならなかったにもかかわらず、こ
れを講じさせず、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。この件に関し、同社及び同社従業員に対
し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令があり、令和３年７月２１日及び同月２７日、その刑
が確定した。

R3.12.6 ～ R4.1.5 1ヶ月 九州
別表第2第11号（不正又は不誠実な行
為）

スミセキ・コンテック
(株)

北海道 その他

当該事業者の物流事業部営業部長及び苫小牧営業所長は、運送業務契約に基づきコンクリート製品を運送した長沼町内の工事現場に
おいて、作業員が移動式クレーンの荷台上で作業中に同クレーンが横転し負傷した事故について、苫小牧営業所の構内においてト
ラックの荷台上で作業中に資材につまづき、同荷台から転落して負傷した事故という虚偽の内容の報告を苫小牧労働基準監督署に
行ったとして、令和３年９月２８日に労働安全衛生法違反で札幌簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。

R3.12.6 ～ R4.1.5 1ヶ月 北海道
別表第2第11号（不正又は不誠実な行
為）

（株）星山建設工業 熊本県 その他

当該事業者の従業員が、同社の業務に関し、令和２年１０月２１日、同社リサイクルセンターにおいて、労働者にダンプトラックを
使用させ、運搬作業を行わせるに当たり、運転席から離れる際には、同車の原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブ
レーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止するための措置を講じさせなければならなかったにもかかわらず、こ
れを講じさせず、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。この件に関し、同社及び同社従業員に対
し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令があり、令和３年７月２１日及び同月２７日、その刑
が確定した。

R3.12.6 ～ R4.1.5 1ヶ月 九州
別表第2第11号（不正又は不誠実な行
為）

スミセキ・コンテック
(株)

北海道 その他

当該事業者の物流事業部営業部長及び苫小牧営業所長は、運送業務契約に基づきコンクリート製品を運送した長沼町内の工事現場に
おいて、作業員が移動式クレーンの荷台上で作業中に同クレーンが横転し負傷した事故について、苫小牧営業所の構内においてト
ラックの荷台上で作業中に資材につまづき、同荷台から転落して負傷した事故という虚偽の内容の報告を苫小牧労働基準監督署に
行ったとして、令和３年９月２８日に労働安全衛生法違反で札幌簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。

R3.12.6 ～ R4.1.5 1ヶ月 北海道
別表第2第11号（不正又は不誠実な行
為）

藤村電業（株） 京都府 その他

当該事業者は、京都府中丹東土木事務所が公告した「国道１７３号道路維持管理工事」及び京都府山城北土木事務所が公告した「山
城総合運動公園都市公園等災害復旧工事他」において、一般競争入札参加資格確認資料に虚偽の記載をしたことが建設業法第２８条
第１項第２号に該当するとして、令和３年９月２２日、建設業許可部局である京都府から同条第３項の規定により２２日間の営業停
止処分を受けた。

R4.1.11 ～ R4.3.10 2ヶ月 近畿 別表第2第9号（建設業法違反）



業者名
本店

所在地
事業団又は
その他の別

事実概要等
指名停止措置

対象区域
指名停止等取扱要領の該当条項

　※１ 表中「事業団又はその他の別」において、「事業団」とは事業団の事業に直接起因して指名停止措置を行った場合をいい、「その他」とはそれ以外の場合をいう。
　※２ 表中「指名停止等取扱要領の該当条項」とは「工事請負契約に係る指名停止等取扱要領について（昭和59年7月2日付け経契発第13号）」の別表第1及び別表第2に定める措置要件のうちの該当条項をいう。
　　　【問合せ先】経営企画部調査役（契約）　03-6361-7863

指名停止期間

【指名停止・一覧表】

指名停止措置状況

(株)笹尾組 香川県 その他

当該事業者が、令和３年６月１日、香川県から受注した河川維持修繕工事の工事現場の片付け作業に関し、香川県高松市牟礼町所在
の同社車両置場において、作業員にドラグショベルを貨物自動車から降ろす作業を行わせる際、作業の指揮者を定めず、労働者の危
険を防止するために必要な措置を講じなかったため、ドラグショベルが転倒し、作業員がドラグショベルの下敷きとなり死亡する事
故が発生した。これにより、当該事業者が高松簡易裁判所から労働安全衛生法違反として罰金２０万円の略式命令を受け、令和３年
９月１８日にその刑が確定した。

R4.1.11 ～ R4.1.24 2週間 四国
別表第１第８号（一般工事における工事
関係事故）

（株）原工務所 島根県 その他

当該事業者が、元請けとして施工した、令和元年度浜田河川国道事務所発注「国道９号江川橋外橋梁補修工事」の吊り足場設置にお
いて、夜間作業での投光器の段取り替えを行っていたところ、作業床の端付近にいた下請の作業員が開口部から河川に墜落し死亡す
る工事関係者事故が発生した。このことに関し、当該事業者及び監理技術者が、元請けとして安全管理及び安全対策が不十分であっ
たとして、令和３年９月７日に松江地方裁判所から罰金刑を受けた。

R4.1.11 ～ R4.1.24 2週間 中国
別表第１第８号（一般工事における工事
関係事故）

(株)丸本組 宮城県 その他

当該事業者は、宮城県土木部港湾課発注の工事において、平成３１年２月４日、天端の仕上げ作業を行っていたところ強風により足
場が倒壊し、足場上で作業をしていた２次下請業者の作業員が落下し、死亡する事故を起こした。この事故について、安全管理措置
の不適切が認められるとして、令和３年１０月２１日に、石巻簡易裁判所から同社が労働安全衛生法違反の罪により、現場代理人が
業務上過失致死及び労働安全衛生法違反の罪により罰金刑の略式命令を受けた。

R4.1.11 ～ R4.1.24 2週間 東北
別表第１第８号（一般工事における工事
関係事故）

（株）新興プラント工
業

大分県 その他

当該事業者は、建設業法第２６条第３項及び建設業法施行令第２７条により専任の主任技術者の配置が義務づけられている民間発注
のとび・土工・コンクリート工事及び管工事において、建設業第１５条第２項に規定する営業所の専任者を主任技術者として配置し
た。更に、上記管工事と工期が重複する他の工事に同専任者を主任技術者として配置した。また、民間発注の機械器具設置工事にお
いて、資格要件を満たさない２名を主任技術者として配置した。これらのことが、建設業法第２８条第１項第２号に該当するとし
て、令和３年１０月２２日に大分県知事より指示処分を受けた。

R4.1.11 ～ R4.2.10 1ヶ月
九州、中国、
北陸、東北

別表第2第9号（建設業法違反）

(株)田中工業 埼玉県 その他

当該事業者の一般役員（会長）は、令和２年５月２０日、埼玉県鳩山町発注の２件の土木工事の入札に関し、元鳩山町職員（産業環
境課再任用職員）から事前に工事価格の情報を入手し、それらの情報をもとに落札し、公正な入札を妨害したとして、令和３年５月
１１日、公契約関係競売等妨害容疑で埼玉県警及び西入間警察署に逮捕され、同年３年６月２日、同容疑でさいたま地検に起訴され
た。

R4.2.4 ～
R4.5.3
R4.4.3

3ヶ月
2ヶ月

関東
関東以外

別表第2第6号（公契約関係競売等妨害又
は談合）

大和ハウス工業(株) 大阪府 その他

当該事業者は、建設業法第２６条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置し
ていた。このことが、建設業法第２８条第１項第２号に該当するとして、令和３年１１月１７日に近畿地方整備局長より２２日間の
営業停止処分を受けた。また同事業者は、同法第１５条第２号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者と
して配置していた。このことが、同法第２８条第１項本文に該当するとして、上記処分と同日付で同局長より指示処分を受けた。

R4.2.4 ～
R4.5.3
R4.4.3

3ヶ月

2ヶ月

関東、北陸、
近畿

北海道、中国

別表第2第9号（建設業法違反）

藤川電設工業(株) 北海道 その他
当該事業者及び当該事業者の代表取締役等は、旭川市内の一般工事現場において、作業員がマンホールの蓋に右手を挟み負傷した事
故を、同事業者の倉庫において負傷した事故という虚偽の内容で令和２年７月６日に旭川労働基準監督署に報告を行ったとして、令
和３年１０月２２日に労働安全衛生法違反で旭川簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。

R4.2.4 ～ R4.3.3 1ヶ月 北海道
別表第2第11号（不正又は不誠実な行
為）

(株)広田建創 福岡県 その他

当該事業者は、令和２年３月３１日を審査基準日とする経営事項審査申請において虚偽の貸借対照表を添付し、令和２年１０月１５
日に当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって発注機関に対して入札参加申請を行った。また、同事業者は、春
日市発注の春日市市庁舎防水外壁改修工事並びに福岡市発注の総合西市民プール外壁改修その他工事及び総合図書館外壁改修工事に
おいて、２次下請との間で交わされたとする内容虚偽の注文請書を作成し、それぞれ元請へ提出した。これらのことが、建設業法第
２８条第１項第２号に該当するとして、令和３年１２月３日に福岡県知事より５２日間の営業停止処分を受けた。

R4.2.4 ～ R4.5.3 3ヶ月 九州 別表第2第9号（建設業法違反）

冨士建設工業(株) 福岡県 その他
当該事業者は、平成３０年１０月ごろ、福岡県柳川市において施工した民間工事において、異なる下請契約を記載した虚偽の施工体
制台帳等を作成した。このことが、建設業法第２８条第１項第２号に該当するとして、令和３年１２月１０日に福岡県知事より７日
間の営業停止処分を受けた。

R4.2.4 ～ R4.3.17 6週間 九州 別表第2第9号（建設業法違反）

(株)大島産業 福岡県 その他

当該事業者は、中日本高速道路株式会社発注の「中央自動車道天神橋他６橋耐震補強工事」の施工において、粗雑工事を行ったこと
により工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、福岡県発注の「県道玄海田島福間線川端橋橋梁下部工（Ｐ１）工事」他２件の
工事において、異なる下請契約を記載した虚偽の施工体系図等を作成した。このことが、建設業法第２８条第１項第２号に該当する
として、令和４年１月１１日に福岡県知事より１７日間の営業停止処分を受けた。

R4.2.4 ～ R4.3.17 6週間 九州 別表第2第9号（建設業法違反）



業者名
本店

所在地
事業団又は
その他の別

事実概要等
指名停止措置

対象区域
指名停止等取扱要領の該当条項

　※１ 表中「事業団又はその他の別」において、「事業団」とは事業団の事業に直接起因して指名停止措置を行った場合をいい、「その他」とはそれ以外の場合をいう。
　※２ 表中「指名停止等取扱要領の該当条項」とは「工事請負契約に係る指名停止等取扱要領について（昭和59年7月2日付け経契発第13号）」の別表第1及び別表第2に定める措置要件のうちの該当条項をいう。
　　　【問合せ先】経営企画部調査役（契約）　03-6361-7863

指名停止期間

【指名停止・一覧表】

指名停止措置状況

（株）コンノ土木 秋田県 その他
当該事業者は、令和２年１２月２１日、秋田県発注の河川改良工事において、１次下請けの労働者が、倒れた土止め用矢板に挟ま
れ、死亡する事故を起こした。この事故について、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により同社及び同社の現場代理人が、
令和３年１０月２２日に罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。

R4.3.4 ～ R4.3.17 2週間 東北
別表第1第8号（安全管理の不適切により
生じた工事関係事故）

パシフィックコンサル
タンツ（株）

東京都 その他
当該事業者の社員は、富山県富山市が発注した「呉羽丘陵フットパス橋梁」の設計業務委託の契約に関し、同市職員が漏洩した情報
を入手し、公正な入札を妨害したとして、令和４年１月２４日、公契約関係競売入札妨害の疑いで富山県警に逮捕された。

R4.3.4 ～ R4.5.3 2ヶ月 北陸
別表第2第6号（公契約関係競売等妨害又
は談合）

（株）ジイケイ設計 東京都 その他
当該事業者の社員は、富山県富山市が発注した「呉羽丘陵フットパス橋梁」の設計業務委託の契約に関し、同市職員が漏洩した情報
を入手し、公正な入札を妨害したとして、令和４年１月２４日、公契約関係競売入札妨害の疑いで富山県警に逮捕された。

R4.3.4 ～ R4.5.3 2ヶ月 北陸
別表第2第6号（公契約関係競売等妨害又
は談合）


